
木材需要拡大緊急対策事業
【２，５７０百万円】

対策のポイント
木材需要の冷え込みの影響を克服し、林業の成長産業化を実現するため、

幅広い分野における総合的な木材需要拡大策を緊急的に支援します。

＜背景／課題＞

・戦後造成した人工林が本格的な利用期を迎える中、この豊富な森林資源を循環利用し、

林業の成長産業化を実現することが課題となっています。

・こうした中、木材需要の約４割を建築用材が占めていますが、今年度の住宅着工戸数

は昨年度と比較し大きく減少することが見込まれており、木材需要の冷え込みが懸念

されています。

・このため、木材需要の冷え込み等の影響を克服するとともに、地域における雇用創出

を通じて地方創生に寄与し、林業の成長産業化を実現させるため、幅広い分野におけ

る総合的な木材需要拡大策を緊急的に講じる必要があります。

政策目標
国産材の供給・利用量の増加

（2,175万㎥（平成25年度）→3,900万㎥（平成32年度））

＜主な内容＞

１．木造住宅等需要拡大支援事業 ２，０７０百万円
住宅分野等における地域材の需要拡大を図るため、工務店・製材業者・素材生産

業者等の連携による、地域材の活用に係る展示会等の開催、地域材を利用したモデ

ル的な住宅・木材製品の設計・開発、地域材活用キャンペーンの実施、地域材を利

用した住宅等の優良事例集の取りまとめ等の取組を支援します。

また、付加価値の高い木材製品の輸出を拡大するため、木製家具について海外市

場調査、輸出向け製品の開発及び海外展示を支援します。

２．新規木材需要創出事業 ５００百万円
木材の新規需要創出を図る観点から、スギ、ヒノキ等を原料としたセルロースナ

ノファイバーの製造技術の実証、ＣＬＴ等新たな木質部材・工法等の技術開発等を

支援します。

補助率：定額

事業実施主体：民間団体等

お問い合わせ先：

１の事業 林野庁木材利用課・木材産業課

（０３－６７４４－２２９６）

２の事業 林野庁研究指導課・木材産業課・業務課

（０３－６７４４－２３１１）

［平成26年度補正予算の概要］




